
 

 

南会津町原油価格等高騰対策事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、原油価格及び光熱費の高騰の影響を大きく受ける町内

に事業所等を有する事業者に対し、事業の継続と雇用の確保を支援するこ

とを目的として、南会津町原油価格等高騰対策事業補助金を交付すること

について、南会津町補助金等の交付等に関する規則（平成18年南会津町規

則第59号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「燃料費」とは、ガソリン、軽油、重油及び灯油

の購入費をいい、「光熱費」とは、電気及びガスの使用料、灯油の購入費

をいう。 

２ この要綱において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当す

る者をいう。 

⑴ 中小企業者（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に

規定する中小企業者をいう。）であって、町内に事業所等を有するものを

いう。 

⑵ 医療法人（医療法（昭和23年法律第205号）第39条に規定する医療法人

をいう。）又は社会福祉法人（社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条

に規定する社会福祉法人をいう。）であって、次に掲げる要件を満たすも

のをいう。 

ア 常時使用する従業員の数が300人以下であること。 

イ 町内に事業所等を有すること。 

⑶ 企業組合（中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条第４

号に規定する企業組合をいう。）、協業組合（中小企業団体の組織に関す

る法律（昭和32年法律第185号）第３条第１項第７号に規定する協業組合

をいう。）、農事組合法人（農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第

72条の４に規定する農事組合法人をいい、法人税法（昭和40年法律第34号）

第２条第７号に規定する協同組合等に該当するものを除く。）又は一般社

団法人若しくは一般財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律（平成18年法律第48号）第２条第１号に規定する一般社団法人又は一般

財団法人をいう。）であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。 

ア 常時使用する従業員の数が300人以下であること。 

イ 町内に事業所等を有すること。 

⑷ 特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第

２条第２項に規定する特定非営利活動法人をいう。）、公益法人（公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）第
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２条第３号に規定する公益法人をいう。）又は学校法人（私立学校法（昭

和24年法律第270号）第３条に規定する学校法人をいう。）であって、次

に掲げる要件を満たすものをいう。 

ア 常時使用する従業員の数が300人以下であること。 

イ 町内に事業所等を有すること。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

町内で事業を継続している中小企業者等で、当該補助金交付後も町内で事

業を継続する意思のある者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対

象者としないものとする。 

⑴ 町税を滞納している者 

⑵ 令和４年10月１日現在で、開業後１年を経過していない者（ただし、

相続又は事業承継の場合はこの限りではない。） 

⑶ 南会津町暴力団排除条例（平成24年南会津町条例第４号）第２条第１

号に規定する暴力団及び同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に

規定する暴力団員等と関係を有する者 

⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第

122号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者又は当該営

業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者 

⑸ 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行う者 

⑹ 日本標準産業分類に規定する建設業を営む者 

⑺ 公共的団体に該当する者（農業協同組合、森林組合、商工会、社会福 

祉協議会、振興公社等） 

⑻ その他町長が適当でないと認める者 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助対象者がその業務を行う上で町内の事業所等で使用したすべての燃料費

と光熱費の合計額のうち、令和４年10月から令和５年３月の間の任意の連

続する３か月の合計額とする。 

２ 燃料小売業を営む者は、自社で扱う製品は補助対象経費としない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費から前年同期に使用した燃料費及び光

熱費の合計額を差し引いた額（以下「補助対象額」という。）に３分の１

を乗じて得た額（算定された額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端

数を切り捨てた額）又は100万円のいずれか低い額を上限とし、予算の範囲

内で交付する。 

２ 補助対象額が10万円に満たないときは、補助金の交付対象としない。 



 

 

３ 町から同様の助成等を受けている場合は、第１項の規定により算出した

補助金の額から、その分を差し引くものとする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

南会津町原油価格等高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）

に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

⑴ 南会津町原油価格等高騰対策事業補助金計算書（様式第２号） 

⑵ 燃料費及び光熱費の支払額及び購入日等が確認できる書類（請求書及び

領収書、通帳の写し、税理士事務所等が作成する総勘定元帳等） 

⑶ 直近の確定申告書類の写し 

⑷ 振込先の口座がわかる書類（通帳の写し、キャッシュカードの写し等） 

⑸ その他町長が必要と認める書類 

２ 規則第13条の規定による補助事業の実績報告は、前項の補助金交付申請

書兼請求書の提出により行われたものとみなす。 

３ 補助金の対象となる事業所等を複数運営している補助対象者は、それぞ

れの事業所等で支払った補助対象経費をまとめて申請するものとする。 

４ 申請は、１補助対象者につき１回限りとする。 

 （交付の決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やか

に審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、交付の決

定を行うものとする。 

２ 前項に規定する交付の決定は、口座振込をもって通知を省略することが

できる。 

３ 第１項の規定に基づく審査の結果、補助金の交付が不適当であると認め

たときは、南会津町原油価格等高騰対策事業補助金不交付決定通知書（様

式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、町長に対して補

助金の交付を請求するものとする。この場合において、第６条に規定する

補助金交付申請書兼請求書を請求書として取り扱い、交付決定日をもって

請求日とみなす。 

（補助金の返還） 

第９条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者に対し

て、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 
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２ この要綱は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。 


